
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
栄
養
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

七

○
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲

を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

八

福
島
県
企
業
局

○
福
島
県
企
業
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
等
に
関
す
る
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

九

○
福
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

九

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

○
福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

一
〇

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

○
福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

一
〇

規

則

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
栄
養
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
、
福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
指
定
金
融
機
関
等
の

名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
七
十
五
号

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
福
島
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
五
号
の
二
様
式
そ
の
一
（
第
一
片
）
（
裏
）
、
そ
の
二
（
裏
）
、
そ
の
二
の
二
、
そ
の
三
（
裏
）
、

そ
の
四
（
裏
）
、
そ
の
四
の
二
（
第
一
片
）
（
裏
）
、
そ
の
四
の
三
（
裏
）
、
そ
の
四
の
四
（
裏
）
、

そ
の
四
の
五
（
裏
）
、
そ
の
五
（
裏
）
及
び
第
六
号
様
式
そ
の
四
（
裏
）
中
「前

年
に

」
を
削
り
、

「の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
割
合

」
を
「に

規
定
す
る
平
均
貸
付
割
合

」
に
、
「特

例
基
準
割
合

」

」

を
「延
滞
金
特
例
基
準
割
合

」
に
改
め
、
「

以
下

特
例
基
準
割
合
適
用
年

と
い
う

）
」
を

」
（

「
」

。

削
り
、
「当

該
特
例
基
準
割
合
適
用
年

」
を
「そ

の
年

」
に
、
「特

例
基
準
割
合
に

」
を
「延

滞
金
特

例
基
準
割
合
に

」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
号
の
三
様
式
そ
の
一
中
「及

び
第
４
項

」
を
「か

ら
第
５
項
ま
で

」
に
改
め
る
。

第
八
十
号
様
式
、
第
八
十
一
号
様
式
、
第
八
十
二
号
様
式
、
第
八
十
三
号
様
式
及
び
第
九
十
二
号
様

式
（
裏
）
中
「以

後

」
を
「か

ら
令
和
２
年

月
日
ま
で

」
に
改
め
、
「前

年
に

」
の
次
に
「所

1
2

3
1

得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

令
和
２
年
法
律
第
８
号

に
よ
る
改
正
前
の

を
、
「割

合
（

）
」

）
と
し
ま
す

」
の
次
に
「

令
和
３
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は

当
該
期
間
の
属
す
る
各
年

。
、

の
租
税
特
別
措
置
法
第

条
第
２
項
に
規
定
す
る
平
均
貸
付
割
合
に
年
１
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加

9
3

ー
算
し
た
割
合

以
下

延
滞
金
特
例
基
準
割
合

と
い
う

が
年

パ
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た

（
「

」
。
）

7
.3

ー
な
い
場
合
に
は

そ
の
年
中
に
お
い
て
は

年
パ

セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
年
に
お

、
、

1
4
.
6
ー

け
る
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
年

パ
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
し

年
パ
セ

7
.
3
ー

、
7
.
3
ー

ン
ト
の
割
合
に
あ
つ
て
は
当
該
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
年
１
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

ー
当
該
加
算
し
た
割
合
が
年

パ
セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
場
合
に
は

年
パ

セ
ン
ト
の

（
7
.
3
ー

、
7
.
3
ー

割
合

と
し
ま
す

」
を
加
え
る
。

）第
百
二
号
の
三
様
式
（
裏
）
中
「以

後

」
を
「か

ら
令
和
２
年

月
日
ま
で

」
に
改
め
、
「前

1
2

3
1

年
に

」
の
次
に
「所

得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

令
和
２
年
法
律
第
８
号

に
よ
る
改
正
前

（
）

の

」
を
、
「

以
下

特
例
基
準
割
合
適
用
年

と
い
う

」
の
次
に

中
を

割
合

と
し

（
「

」
。）

「
」

、「
）

ま
す

」
の
次
に
「

令
和
３
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は

当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
租

。
、

税
特
別
措
置
法
第

条
第
２
項
に
規
定
す
る
平
均
貸
付
割
合
に
年
１
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し

9
3

ー
た
割
合

以
下

延
滞
金
特
例
基
準
割
合

と
い
う

が
年

パ
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い

（
「

」
。
）

7
.
3
ー

場
合
に
は

そ
の
年
中
に
お
い
て
は

年
パ

セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
年
に
お
け
る

、
、

1
4
.
6
ー

延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
年

パ
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
し

年
パ
セ
ン
ト

7
.
3
ー

、
7
.
3
ー

の
割
合
に
あ
つ
て
は
当
該
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
年
１
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

当
ー

（
該
加
算
し
た
割
合
が
年

パ
セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
場
合
に
は
年

パ
セ
ン
ト
の
割
合

7
.
3
ー

、
7
.
3
ー

）
と
し
ま
す

」
を
加
え
る
。

第
百
二
十
五
号
の
六
様
式
中
「以

後

」
を
「か

ら
令
和
２
年

月
日
ま
で

」
に
改
め
、
「前

年
1
2

3
1

に
」
の
次
に
「所

得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
令
和
２
年
法
律
第
８
号
に
よ
る
改
正
前
の

」

（
）

を
加
え
、
「を

超
え
る

」
を
「に

年
１
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

当
該
加
算
し
た
割
合

ー
（

が
年

パ
セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る

」
に
改
め
、
「割

合
と
し
ま
す

」
の
次
に
「

令
和
３
年

7
.
3
ー

）
。

１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は

当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
租
税
特
別
措
置
法
第

条
第
２

、
9
3

項
に
規
定
す
る
平
均
貸
付
割
合
に
年
１
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

以
下

延
滞
金
特
例

ー
（

「
基
準
割
合

と
い
う

が
年

パ
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は

そ
の
年
中
に
お
い

」
。）

7
.
3
ー

、
て
は
年

パ
セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
年
に
お
け
る
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
年

、
1
4
.
6
ー

7
.
3
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和２年12月22日 火曜日 福 島 県 報 号外第68号1



令和２年12月22日 火曜日 福 島 県 報 号外第68号 2
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
し

年
パ

セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
つ
て
は
当
該
延
滞
金

ー
、

7
.
3
ー

特
例
基
準
割
合
に
年
パ

セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

当
該
加
算
し
た
割
合
が
年

パ
1
ー

（
7
.
3
ー

セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
場
合
に
は

年
パ

セ
ン
ト
の
割
合

と
し
ま
す

」
を
加
え
る
。

、
7
.
3
ー

）

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
第
五
号
の
二

様
式
そ
の
一
（
第
一
片
）
（
裏
）
、
そ
の
二
（
裏
）
、
そ
の
二
の
二
、
そ
の
三
（
裏
）
、
そ
の
四
（
裏
）
、

そ
の
四
の
二
（
第
一
片
）
（
裏
）
、
そ
の
四
の
三
（
裏
）
、
そ
の
四
の
四
（
裏
）
、
そ
の
四
の
五

（
裏
）
、
そ
の
五
（
裏
）
、
第
六
号
様
式
そ
の
四
（
裏
）
、
第
八
十
号
様
式
、
第
八
十
一
号
様
式
、

第
八
十
二
号
様
式
、
第
八
十
三
号
様
式
、
第
九
十
二
号
様
式
（
裏
）
、
第
百
二
号
の
三
様
式
（
裏
）

及
び
第
百
二
十
五
号
の
六
様
式
に
よ
る
納
税
通
知
書
等
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
福
島
県
税
条
例

施
行
規
則
第
五
号
の
二
様
式
そ
の
一
（
第
一
片
）
（
裏
）
、
そ
の
二
（
裏
）
、
そ
の
二
の
二
、
そ
の

三
（
裏
）
、
そ
の
四
（
裏
）
、
そ
の
四
の
二
（
第
一
片
）
（
裏
）
、
そ
の
四
の
三
（
裏
）
、
そ
の
四

の
四
（
裏
）
、
そ
の
四
の
五
（
裏
）
、
そ
の
五
（
裏
）
、
第
六
号
様
式
そ
の
四
（
裏
）
、
第
八
十
号

様
式
、
第
八
十
一
号
様
式
、
第
八
十
二
号
様
式
、
第
八
十
三
号
様
式
、
第
九
十
二
号
様
式
（
裏
）
、

第
百
二
号
の
三
様
式
（
裏
）
及
び
第
百
二
十
五
号
の
六
様
式
に
よ
る
納
税
通
知
書
等
と
み
な
す
。

（
税

務

課
）

福
島
県
規
則
第
七
十
六
号

福
島
県
栄
養
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
栄
養
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
福
島
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

政
令
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
栄
養
士
名
簿
の
訂
正
の

栄
養
士
名
簿
訂
正
・
免
許
証
書

申
請
又
は
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
栄
養
士
免
許
証
の

換
え
交
付
申
請
書
（
第
二
号
様

書
換
え
交
付
の
申
請

式
）

政
令
第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
（
栄
養
士
に
係
る

栄
養
士
名
簿
登
録
抹
消
申
請
書

も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
栄
養
士
名
簿
の
登
録
の
抹
消
の
申

（
第
三
号
様
式
）

請政
令
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
栄
養
士
免
許
証
の
再
交

栄
養
士
免
許
証
再
交
付
申
請
書

付
の
申
請

（
第
四
号
様
式
）

第
一
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

───────────────────────────────────────────────────────────
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第
五
号
様
式
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
健
康
づ
く
り
推
進
課
）

福
島
県
規
則
第
七
十
七
号

福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
福
島
県
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
次
に
、
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
管
理
者
の
設
置
が
不
要
な
広
告
物
等
）

第
十
二
条
の
二

条
例
第
十
四
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
広
告
物
等
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一

は
り
紙

二

は
り
札
等

三

立
看
板
等

四

広
告
旗

五

広
告
幕

六

気
球
利
用
広
告
物

七

自
動
車
又
は
電
車
に
表
示
す
る
広
告
物

八

建
物
の
外
壁
面
に
表
示
す
る
広
告
物

九

条
例
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
広
告
物
等

十

条
例
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
広
告
物
等

（
有
資
格
者
が
管
理
す
る
広
告
物
等
）

第
十
二
条
の
三

条
例
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
広
告
物
等
は
、
地
上
か
ら
広
告
物
等

の
上
端
ま
で
の
距
離
が
四
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
と
す
る
。

（
有
資
格
者
）

第
十
二
条
の
四

条
例
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
と
す
る
。

一

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
級
建
築
士
又

は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
二
級
建
築
士

二

条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
者

三

知
事
が
認
め
る
団
体
が
公
益
目
的
事
業
と
し
て
実
施
す
る
広
告
物
等
の
点
検
に
関
す
る
技
能
講

習
を
修
了
し
た
者

四

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
知
事
が
適
当
と
認
め
る
者

（
点
検
）

第
十
二
条
の
五

点
検
は
、
広
告
物
等
の
種
類
及
び
特
性
に
応
じ
て
、
基
礎
部
及
び
上
部
構
造
の
ぐ
ら

つ
き
、
支
持
部
及
び
取
付
部
の
腐
食
又
は
変
形
、
広
告
板
の
腐
食
、
破
損
又
は
変
形
、
照
明
装
置
の

破
損
そ
の
他
知
事
が
別
に
定
め
る
項
目
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

第
十
二
条
の
二
の
規
定
は
、
条
例
第
十
四
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
広
告
物
等

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

第
十
二
条
の
三
の
規
定
は
、
条
例
第
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
広
告
物
等
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

４

前
条
の
規
定
は
、
条
例
第
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
」
を
削
る
。

「

様
式
第
三
号
中

表
示
内
容

色
彩

「

表
示
内
容

色

を

表
示

（設
置

）

」

年
月

日
年

月
日

彩

に
改
め
、
同
様
式
注
５
を
同
様
式
注
６
と
し
、
同
様
式
注
４
中
「す

る
こ
と

」

。

」

の
次
に
「な

お
地
上
か
ら
広
告
物
等
の
上
端
ま
で
の
距
離
が
４
ｍ
を
超
え
る
広
告
物
等
に
係
る
点
検

、
者
に
つ
い
て
は

点
検
者
の
資
格
の
欄
に
掲
げ
る
１

２
３
又
は
８
の
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有
す
る

、
、

、
必
要
が
あ
る

（福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
第
12条
の
４
第
４
号
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い

。

）

。

」
を
加
え
、
同
様
式
注
４
を
同
様
式
注
５
と
し
、
同
様
式
注
３
を
同
様
式
注

４
と
し
、
同
様
式
注
２
を
同
様
式
注
３
と
し
、
同
様
式
注
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
表
示
又
は
設
置
年
月
日
の
欄
は

広
告
物
等
が
表
示
又
は
設
置
さ
れ
た
年
月
日

（不
明

、
の
場
合
は
当
初
の
許
可
年
月
日

）を
記
入
す
る
こ
と
。

「

表
示
区
域
又
は

様
式
第
十
号
中

設
置

場
所

「

表
示
区
域
又
は

を

高
設

置
場

所

」

（地
上
か
ら
広
告
物
等

さ
の
上
端
ま
で
の
距
離

）

に
改
め
、
同
様
式
注
２
を
同
様
式
注
３
と
し
、
同
様
式
注
１

□
４
ｍ
超
□
４
ｍ
以
下
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」

中
「す

る
こ
と

。

」
の
次
に
「な

お
地
上
か
ら
広
告
物
等
の
上
端
ま
で
の
距
離
が
４
ｍ
超
の
場
合

、
、

条
例
第
14条

の
２
第
２
項
に
定
め
る
資
格
を
記
入
し

資
格
を
証
明
す
る
書
類
の
写
し
を
添
付
す
る
こ

、
と

。

」
を
加
え
、
同
様
式
注
１
を
同
様
式
注
２
と
し
、
同
様
式
注
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
届
出
の
対
象
と
な
る
広
告
物
等
が
複
数
あ
る
場
合
で
あ
っ
て

い
ず
れ
か
一
つ
で
も
地
上
か

、
ら
広
告
物
等
の
上
端
ま
で
の
距
離
が
４
ｍ
を
超
え
る
場
合
は
高
さ
４
ｍ
超
と
し
て
届
け
出
る
こ
と
。

「
表
示
区
域
又
は

様
式
十
号
の
二
中

設
置

場
所

「
表
示
区
域
又
は

を

高
設

置
場

所

」

（地
上
か
ら
広
告
物
等

さ
の
上
端
ま
で
の
距
離

）

に
改
め
、
同
様
式
注
２
中
「す

る
こ
と

」
の
次
に
「な

。
□
４
ｍ
超
□
４
ｍ
以
下

」

お
地
上
か
ら
広
告
物
等
の
上
端
ま
で
の
距
離
が
４
ｍ
超
の
場
合

条
例
第
14条

の
２
第
２
項
に
定
め

、
、

る
資
格
を
記
入
し

資
格
を
証
明
す
る
書
類
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と

」
を
加
え
る
。

、
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
二
条
の
次
に
四
条
を
加
え
る

改
正
規
定
（
第
十
二
条
の
三
、
第
十
二
条
の
四
、
第
十
二
条
の
五
第
三
項
及
び
第
四
項
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
及
び
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
の
改
正
規
定
並
び
に
様
式
第
三
号
の
改
正
規
定
（
同
様
式
注

４
中
「す

る
こ
と

」
の
次
に
「な
お

地
上
か
ら
広
告
物
等
の
上
端
ま
で
の
距
離
が
４
ｍ
を
超
え
る

。
、

広
告
物
等
に
係
る
点
検
者
に
つ
い
て
は

点
検
者
の
資
格
の
欄
に
掲
げ
る
１

２
３
又
は
８
の
い
ず

、
、

、
れ
か
の
資
格
を
有
す
る
必
要
が
あ
る

（福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
第
12条

の
４
第
４
号
に
該

当
す
る
者
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い

）

」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
様
式
第
十
号
及
び

。
。

様
式
第
十
号
の
二
の
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。（

都
市
計
画
課
）

福
島
県
規
則
第
七
十
八
号

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭

和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
株
式
会
社
第
四
銀
行
の
項
中
「
株
式
会
社
第
四
銀
行
」
を
「
株
式
会
社
第
四
北
越
銀
行
」

に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

株
式
会
社
第
四
北
越
銀
行

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
企
業
局
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福 島 県 企 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る
規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 ２ 年 12月 22日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

福 島 県 企 業 局 管 理 規 程 第 ５ 号
福 島 県 企 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 の 一 部
を 改 正 す る 規 程

福 島 県 企 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 44年 福 島 県
企 業 局 管 理 規 程 第 ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。
（ 特 定 退 職 者 に 関 す る 暫 定 措 置 ）

11 受 給 資 格 に 係 る 退 職 の 日 が 雇 用 保 険 法 施 行 規 則 （ 昭 和 50年 労 働 省 令 第 ３ 号 ） 附 則 第
１ 条 の ４ に 規 定 す る 離 職 の 日 に 相 当 す る 期 間 内 で あ る 者 に 係 る 第 ８ 条 の 10第 ２ 項 の 規
定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 次 の と お り 」 と あ る の は 「 雇 用 保 険 法 施 行 規 則 附 則 第
１ 条 の ４ の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 同 規 則 第 36条 （ 各 号 列 記 以 外 の 部 分 に 限 る 。 ）
に 規 定 す る 理 由 に よ り 退 職 し た 者 の ほ か 、 次 の と お り 」 と す る 。

附 則
こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 福 島 県 企 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他

の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 附 則 第 ３ 項 の 規 定 は 、 令 和 ２ 年 ５ 月 １ 日 以 降 に 退 職 し た 者 に
つ い て 適 用 す る 。

（ 経 営 ・ 販 売 課 ）

福 島 県 企 業 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。
令 和 ２ 年 12月 22日

福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄
福 島 県 企 業 局 管 理 規 程 第 ６ 号

福 島 県 企 業 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程
福 島 県 企 業 局 財 務 規 程 （ 昭 和 44年 福 島 県 企 業 局 管 理 規 程 第 ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。
第 19 4条 の 見 出 し を 「 一 般 競 争 入 札 の 公 告 」 に 改 め 、 同 条 第 １ 項 中 「 と す る と き は 、

法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 そ の 」 を 「 と す る 場 合 に お い て は 、 別 に 定 め
る 場 合 を 除 き 、 」 に 改 め 、 「 入 札 期 日 」 の 次 に 「 （ 電 子 入 札 （ 所 要 の 事 項 を 入 札 者 の 使
用 に 係 る 電 子 計 算 機 （ 入 出 力 装 置 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） か ら 入 力 し 、 当 該 電 子 計 算 機 と
電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 契 約 権 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録
さ せ る こ と （ 以 下 「 電 子 入 札 記 録 」 と い う 。 ） に よ り 行 う 入 札 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に
あ つ て は 、 入 札 期 間 の 末 日 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 ２ 項 中 第 ８ 号 を 第 ９ 号 と し 、 第 ４ 号 か ら
第 ７ 号 を １ 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 ３ 号 中 「 入 札 執 行 」 の 次 に 「 及 び 開 札 」 を 、 「 日 時 」 の
次 に 「 （ 電 子 入 札 に あ つ て は 、 電 子 入 札 記 録 を す る こ と の で き る 期 間 並 び に 開 札 の 場 所
及 び 日 時 ） 」 を 加 え 、 同 号 を 第 ４ 号 と し 、 第 ２ 号 を 第 ３ 号 と し 、 第 １ 号 の 次 に 次 の １ 号
を 加 え る 。
⑵ 電 子 入 札 又 は 郵 便 の み に よ る 入 札 を 行 お う と す る と き は 、 そ の 旨
第 19 5条 の 見 出 し を 「 一 般 競 争 入 札 参 加 者 の 資 格 の 確 認 」 に 改 め 、 同 条 第 １ 項 中 「 行

な お う 」 を 「 行 お う 」 に 、 「 証 す る 」 を 「 証 明 す る 」 に 改 め 、 「 徴 し 」 の 次 に 「 （ 電 子
入 札 に あ つ て は 、 契 約 権 者 が 定 め る 事 項 を 入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 の 使 用 に 係 る 電 子
計 算 機 か ら 入 力 し 、 当 該 電 子 計 算 機 と 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 契 約 権 者 の 使 用 に 係 る 電
子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 さ せ ） 」 を 加 え る 。
第 205条 の 見 出 し を 「 入 札 の 手 続 」 に 改 め 、 同 条 中 「 公 告 に お い て 」 を 「 公 告 に 」 に 、

「 、 こ れ を 」 を 「 こ れ の 」 に 改 め 、 「 提 出 」 の 次 に 「 （ 電 子 入 札 に あ つ て は 、 同 項 の 規
定 に よ る 公 告 に 示 し た 期 間 内 に 一 件 ご と に 契 約 権 者 が 定 め る 事 項 を 入 札 者 の 使 用 に 係 る
電 子 計 算 機 か ら 入 力 さ せ 、 当 該 電 子 計 算 機 と 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 契 約 権 者 の 使 用 に
係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル へ の 記 録 ） を 」 を 、 「 入 札 者 （ 」 の 次 に 「 電 子 入
札 又 は 」 を 加 え 、 「 証 す る 」 を 「 証 明 す る 」 に 改 め る 。
第 20 6条 の 見 出 し を 「 郵 便 に よ る 入 札 の 開 札 」 に 改 め 、 同 条 中 「 開 札 は 」 を 「 郵 便 に

よ る 入 札 の 開 札 は 」 に 改 め る 。
第 21 4条 第 ２ 項 中 「 通 知 し 」 の 次 に 「 、 又 は 同 項 各 号 に 規 定 す る 事 項 を 契 約 権 者 の 使

用 に 係 る 電 子 計 算 機 か ら 入 力 し 、 当 該 電 子 計 算 機 と 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 当 該 者 の 使
用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 し 」 を 加 え る 。
第 21 8条 第 １ 項 中 「 徴 さ な け れ ば 」 を 「 徴 し 、 又 は な る べ く ２ 人 以 上 の 者 に 契 約 権 者

───────────────────────────────────────────────────────────
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
が 定 め る 事 項 を 当 該 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 か ら 入 力 し 、 当 該 電 子 計 算 機 と 電 気 通 信
回 線 で 接 続 し た 契 約 権 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 さ せ な け
れ ば 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 予 定 価 格 が 10 , 0 0 0円 未 満 の 場 合 及 び 価 格 が 全 国 的 に 統 一
さ れ て い る 」 を 「 別 に 定 め る 」 に 改 め 、 「 徴 さ な い 」 の 次 に 「 、 又 は 当 該 フ ァ イ ル に 記
録 さ せ な い 」 を 加 え る 。

附 則
こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 営 ・ 販 売 課 ）
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